
 

国際会計基準と中国 
 

International Accounting Standards and China 
 

経済学研究科経済学専攻博士後期課程在学 

李    巧  玲 

Li Qiaoling 

 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．会計制度の国際的相違 

Ⅲ．国際会計基準の形成と最近の動向 

Ⅳ．中国の企業会計基準制定の背景 

Ⅴ．中国における会計基準の現状と展望 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 グローバル経済の進展に伴い、国境を越えた企業活動、資金調達活動が活発化している。これらは、

世界貿易の増大とグローバル化、発展途上国や新たに市場経済に移行した国における新市場の開設、

ＩＴ革命による新技術の利用の増大があいまってもたらされている。その結果、資本市場にかかわる

者の情報ニーズが飛躍的に拡大した。それは、伝統的な財務情報に留まらない。非財務情報を含む広

範な情報に基づいて意思決定を行うことが常となり、予測財務情報、業績指標、環境報告書、コーポ

レート・ガバナンス、財政赤字、インフレ率、融資額のほか、企業の将来の存続能力に影響を及ぼす

要因が含まれるに至っている。情報ニーズは、目的に適合した情報を適時に入手することを望み、上

質で信頼性、透明性、比較可能のある情報を重視している。こうした背景から、企業の会計基準を国

家間で比較可能なものへ、そしてより透明性の高い財務報告へ移行させる動向が加速している。この

役割を担っている代表的な機関が、国際会計基準委員会（ＩＡＳＣ）であり、その役割を担う会計基

準が国際会計基準（ＩＡＳ）である。自国の会計基準をどのように国際会計基準に合致させていくか

が緊急の課題となってきている。 

 経済の国際化の進展に対応して、中国は中国企業の会計情報を国際的に比較可能なものにする必要

が生じてきた。中国は先進国からの資本投資を促進するため、国際的にも通用するような国内基準を

早急に設定する必要がある。 

 ＷＴＯ加盟によって、情報公開を加速させることが必要である。中国の企業は世界の大市場に加入
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し、国際流通に参加し、国際間の経済、貿易と技術交流を発展させるため、国際会計基準と調和する

会計モデルを確立する必要がある。 

 社会主義市場経済を背景とする現行の会計基準は、国際会計基準との差異及び原因分析を通して、

中国の国情に適合するような会計基準体系をいかに整備していくのか。特に、英米型会計をモデルに

したＩＡＳとの調和を目指していく場合、中国にとって困難が伴うことが認識されるが、中国におけ

る情報ニーズをどのように会計基準の国際的調和に取り込んでいくか。中国が社会主義市場経済の初

期段階に置かれていることへの認識を深めることを主眼としている。中国は、今までに16の具体会計

準則を施行し、会計基準の国際調和の土台があり、ＩＡＳに接近している。しかし、国際会計基準あ

るいは他の国の会計基準と更なる対比を行うならば、相違が存在していることが指摘できる。国際会

計基準の調和、新基準の設定、有資格会計担当者の養成といったことは、中国にとって困難な課題で

あることは明らかである。 

 

Ⅱ．会計制度の国際的相違 

 

 国際的な視点から各国の企業会計制度を比較すると、それらの間にはかなりの相違があることが認

められる。そのような相違は、特に各国の会計制度がそれを取りまく環境的要因に影響されてさまざ

まな形をとって形成され、発展を遂げてきたことに由来するものといわれる。これらの環境的要因に

は社会的、政治的、経済的、法律的及び文化的など多様な要因が含まれるが、その中で特に法制度の

影響、資金調達の方法及び課税の影響の３つが重要といえるだろう1）。 

 ① 法制度の影響 

 法制度には、大別して、「成文法システム（codified law system）」と「コモンロー・システム（common 

law system）」という２つの型がある。前者は、文字どおり、成文法ないし制定法を主体とした制度で

あり、厳格な規制的アプローチにもとづくものである。この法体系は、主としてローマ法の流れを汲

むドイツ、フランス、イタリアなどヨーロッパ大陸諸国および日本で採用されており、そのため「大

陸法システム（continental legal system）」とも呼ばれる。中国の法制度もこの系譜に属する。 

 他方、後者は、判例法ないし慣習法を主体とした制度であり、成文法の場合ほど抽象的ではなく、

一般法を定式化するというよりは、むしろ特定の事件に対して解釈を与えることを重視するものであ

る。この法制度は、イギリスをはじめ、その影響を受けたアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュ

ージーランドなどアングロ・サクソン諸国で採用され、そのため「アングロ・サクソン法システム

（Anglo-Saxon legal system）」とも呼ばれる。 

 このような法制度の相違は、一国の会計制度の形成に重要な影響を及ぼす。一般に、成文法システ

ムの諸国では、会計処理（認識及び測定）と表示の両面にわたって詳細な規定が設けられ、かつ法文

どおりに適用される。そのため、会計職業に委ねられる判断の行使が限定され、法令の枠組みのもと
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で画一的・形式的な意味での会計情報の比較可能性は確保されるが、個々の企業の特殊な状況を斟酌

した経済的実質の開示は困難にならざるをえない。一方、コモンロー・システムのもとでは、通常、

会計の一般的ないし基本的な事項について限られた数の規定が設けられるだけで、明文規定の空白は

主に判断に委ねられる余地が多く、法形式を超えて、企業の経済的現実に適合した情報開示が推進さ

れることになる。 

 ② 資金調達の方法 

 企業の資金（特に外部資金）調達方法には直接金融と間接金融の２つの方法がある。前者は、証券

市場で株式や社債の発行を通して行われる資金調達の方法であるのに対して、後者は、銀行などの金

融機関からの借入れという形で行われる資金調達の方法である。イギリス、アメリカ、オーストラリ

ア、カナダなどの諸国では、直接金融が普及しているのに対して、ドイツ、フランスあるいは日本な

どでは、少なくとも従来は間接金融に重点が置かれている。中国も間接金融に重点が置かれている。

ただし、これらの国でも、最近は直接金融への依存度が次第に高まりつつある。 

 一般に、直接金融方式のもとでは、投資家保護が主要な会計目的とされ、その見地から特に投資意

思決定のために有用で比較可能な収益情報を中心とした情報の開示が要請される。したがって、主要

な会計原則として費用収益対応の原則や継続性の原則が重視されることになる。一方、間接金融方式

のもとでは、債権者保護が主要な会計目的とされ、その見地から特に資本維持を内容とした配当可能

利益の計算が重視される。そのため、保守主義が重要な会計原則の座を占めることになる。 

 ③ 課税システムの影響 

 課税所得の計算システムには、企業会計（商法会計）と関連づけてこれを行う方式と、企業会計か

ら分離した税法独自の規定に基づいて行う方式の２つがある。前者は確定決算主義、後者は税務申告

主義と呼ばれる。確定決算主義とは、商法上の確定決算（企業利益）を基礎にして、税法規定に基づ

く調整計算を行って課税所得を計算する方式をいう。これには、特に内部取引にかかわる一定の費用・

損失（減価償却、引当金・準備金設定）につき、確定決算上で「損金経理」を行うことを要件として、

課税所得計算上損金に算入いることが許容される。そのため、企業会計上の損益計算は税法基準によ

って影響を受けることになる。これを「逆基準性」という。そのため、確定決算主義のもとでは、企

業会計は多分に税法の影響を受け、財務諸表の開示能力が損なわれることになる。これは、主にドイ

ツ、フランス、日本および中国などで行われている。 

 他方、税務申告主義とは、商法上の確定決算と別個に、税法独自の規定にもとづいて税務申告書上

で計算された所得額を課税所得とする方式をいう。そのため、この原則のもとでは、企業会計は税務

中立的である。 

 世界的にみると、各国の会計制度は、主に上記の諸要因の及ぼす影響との関わりから、「（ヨーロッ

パ）大陸型会計（Continental Accounting）」と「英米型会計（Anglo-Saxon Accounting）」という２

つの系譜に類型化することができる。このうち、大陸型会計は、特に法規制の方法として成分法主義
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の採用、間接金融方式の優位を背景に会計目的として債権者保護のための保守主義的経理の要請、確

定決算主義の採用による税務との結びつきなどにその主要な特徴が認められる。さらに、立法機関や

政府機関のようなパブリック・セクターによる会計基礎の設定という点も、その特徴として挙げられ

る。大陸型会計には、その名称からもうかがわれるように、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、

オーストリア、日本、中国などの会計が属する。 

 これに対し、英米型会計は、法規制の方法として慣習法主義の採用、直接金融方式の優位を背景に

会計目的として投資家保護のための適正開示の要請、企業会計の税務からの分離などにその主要な特

質が見出される。さらに、職業会計士団体を中心としたプライベート・セクターに属する設定主体に

よる会計基準の設定という点も注目される。この会計の系譜には、イギリスやアメリカの会計のほか、

カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカあるいはオランダなどの会計が属する2）。 

 近年、多国籍企業の事業展開を中核とする国境を超えた取引や投資の急増、グローバル化した資本

市場からの資金調達の増大など、経済的環境の著しい変化を背景にして、各国の会計制度間における

相違を認識したうえで、これを調整し、会計基準の国際的調和をはかることの必要が以前にも増して

高まりつつある。 

 会計基準は、財務情報の開示ならびに測定についてのルールであり、財務諸表に記載されるべき情

報の種類と、その作成方法にを定めている。そして会計基準が成立する背景には、商取引慣行や資金

調達方法に応じて実際に用いられてきた、いわゆる一般に認められた会計原則がある。すなわち、一

般に認められた会計原則が集約された形で、各国の会計基準は成立してきているといえよう。このた

め、歴史、価値体系、政治システムなどといった各国の環境が多様であることから、会計基準も国際

的な多様性を有していることになる。 

 

Ⅲ．国際会計基準の形成と最近の動向 

 

 国際会計基準は、各国の会計基準の国際的な統一または調和を目指して、各国の職業会計士団体で

構成される国際会計基準委員会（International Accounting Standards Committee ; ＩＡＳＣ）によ

って設定される国際標準としての会計基準をいう。ＩＡＳＣの設立は、ベンソン卿の提唱によるもの

である。国際会計基準の必要性がはじめて提議されたのは、1962年のニューヨークにおける第８回国

際会計士会議であった。そして、1972年のロンドン会議において国際会計基準委員会の創立が提唱さ

れ、翌1973年６月29日にＩＡＳＣが創立された。その時のメンバー国はオーストラリア、カナダ、フ

ランス、西ドイツ（旧）、日本、メキシコ、オランダ、イギリスおよびアメリカの９カ国であった3）。

ＩＡＳＣは多くの職業会計士団体から成るプライベート・セクターで、法的な強制力は持たない機関

であった。2000年末までに112の国々から153の職業会計士団体が参加している4）。1997年には、中国

も国際会計基準委員会に加盟した。 
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 ＩＡＳが設定される背景には、企業活動の多角化・国際化、特に資金調達のために各国の証券市場

に参入してきたことなどがあげられる。ＩＡＳは英米の会計基準をベースにしており、金融資産の時

価評価を含む開示主義を特徴としているが、ＩＡＳは法的な強制力を持たない5）。 

 ＩＡＳＣは、会計基準の国際的調和に向けて、これまでの41のＩＡＳを公表している。1975年に設

定されたＩＡＳ第１号「会計方針の開示」をはじめ、棚卸資産の評価、偶発事象および後発事象、セ

グメント財務情報の報告などの基準は、中国にも導入されている6）。 

 最近、各国の証券市場関係者の間で、国際会計基準に一層の強制力を付与して、各国の会計基準の

調和をはかることが必要であるとの認識が高まっている。特に、証券監督者国際機構（International 

Organization of Securities Commissions ; IOSCO）は、ＩＡＳＣの基準設定に支持を与えている。

また、アメリカのＳＥＣもＩＡＳの導入に前向きに取り組み始めた。 

 このような状況のもとにＩＡＳＣは、従来の国際会計基準の性格を変更し、より実践規範的なもの

にするために、次の二つの重要なプロジェクトに着手した。 

 ① 国際会計基準の概念的枠組み（conceptual framework）に関する研究 

 ② 財務諸表の比較可能性（comparability）に関する研究7）

 上記①については、1989年７月に「財務諸表の作成と表示に関する枠組み」（Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statement）を公表し、財務諸表作成のための基礎概念

の体系化を図っている。これはアメリカのＦＡＳＢやイギリス、オーストラリアでの同種プロジェク

トと類似の考えに立ったものである。 

 また、②については、1989年１月に公開草案第32号（Ｅ32）として「財務諸表の比較可能性」

（Comparability of Financial Statements）を公表し、国際会計基準の新しい展開を図った。Ｅ32

はこれまで公表したＩＡＳを見直し、できるだけ統一的な会計基準の採用を図り、財務諸表の国際的

比較可能性を一段と高めることを目的としている。各国は、Ｅ32の公表によって迎えた新しい国際会

計基準形成の局面で適切な対応が求められている。 

 2001年１月25日にＩＡＳＣは国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ：International Accounting Standards 

Board）と名称を改めた。これに伴い新たに作成する基準書（既存の基準書の改訂版は除く）はＩＦＲ

Ｓ（International Financial Reporting Standards－国際財務報告基準）と呼ぶことになった8）。 

 ＩＡＳＢは、評議会（Trustees）、理事会、解釈指針委員会（SIC）、基準諮問会議（SAC）等の機関

からなる（図表Ⅲ－１）。 
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図表Ⅲ－１ ＩＡＳＢの新組織 

組 織 名 選任方法・構成・役割等 

評 議 会 19名（一般11、会計士５、財務諸表の作成者・利用者各１、学識経験者１。地

理的配分：北米６、欧州６、アジア／太平洋４、その他３）。任期３年（再任は

１回に限り可）。理事会、解釈指針委員会、基準諮問会議各メンバーの任命、監

督、ＩＡＳＢ予算の承認、定款変更の承認を行う。ＩＡＳＢの資金調達を行う。 

理 事 会 14名（常勤12、非常勤２：会計士５、財務諸表の作成者・利用者各３、教育者

１、その他２）。常勤理事は専任で任期５年。年間10回程度会合を持つ。７名は

各国の基準設定主体と連携の責任を担う。ＩＡＳ、公開草案、解釈指針の最終

承認を行う。 

基 準 諮 問 会 議 約30名（会計士団体、監督当局、学識経験者、国際機関、基準設定主体等から

審議会が指名する）。任期３年、再任可。最低年３回公開の会合を行う。審議会

と会計上の技術的問題等について討論し、評議会にアドバイスする。 

解釈指針委員会 従来の解釈指針委員会から変更なし。 

出所）榊原英夫著『国際会計論』同文館、2000年、245-248ページにより筆者が作成。 

（注）既存の基準書の改訂版はＩＡＳなので、国際会計基準は新旧を含めてＩＡＳ／ＩＦＲＳまたは

ＩＦＲＳ／ＩＡＳと表示される。 

 

 2000年５月24日のスコットランド・エジンバラＩＡＳＣ総会において承認された定款バラグラフ２

によれば、ＩＡＳＣには次の３つの目的がある9）。 

 ① 公共の利益のために、高品質の、理解しやすく、かつ実施可能な単一の国際的な会計基準を策

定すること。その基準は、世界の資本市場参加者およびその他の利用者が適切な経済的意思決定

を行うのに役立つように、財務諸表及びその他の財務報告において高品質で、透明で、比較可能

な情報を要求する。 

 ② それらの会計の利用と厳格な適用を促進すること。 

 ③ 各国の国内会計基準と国際会計基準の高品質解決策への統合をもたらすこと。 

 従前のデュー・プロセスと異なる点は、各国国内会計基準設定主体とのかかわり方である。新デュ

ー・プロセスはＩＡＳＢと国内会計基準設定主体との共同作業を中心に進められる。その結果、最終

的にＩＡＳＢとの間で調和を図ることを目指している。 

 

Ⅳ．中国の企業会計基準制定の背景 

 

１．新会計基準制定の背景 

 1949年10月１日に中華人民共和国が成立してから、1985年までは、全中国内で企業に統一的な会計

制度は制定されていなかった。長期にわたって中国の計画経済の必要を満たすため、系列的に所有制
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別、部門別そして業種別の会計制度が制定されたり、または慣習として実施されてきた。 

 人口の大多数を占める農業では、専ら「現金・実物収支記帳法」（単式簿記）によって会計処理が行

われ、商業においても、これと同様に行うか、または複式簿記の「貸借記帳法」などの各種のものが

混在していたが、1966年より中国商業部の指令によってサービス業・商品売買業では「増減記帳法」

が用いられることになった。この方法は極めて常識的で、特に会計の専門的知識を学習しなくても少

ない時間の学習で記帳できるという特色ある記帳法であったため、商業だけでなく小規模製造業にも

用いられた。製造業では、貸借記帳法を用いることが原則となっていたが、実際は、必ずしもそうで

はなかった10）。 

 1978年から1980年代の初期にいたり、経済の改革と開放が叫ばれ、日増しに経済体制の深化と対外

開放政策の拡大に伴い、これまでの会計方法では新たな経営管理の要求に適応できなくなり、一定の

改革が要請されていた11）。 

 ① 企業改革と経営体制の転換 

 企業改革の進展に伴って、企業は独立した商品の生産経営者（従来は国家の指令により計画経済に

基づく生産者であった）となり、したがって、客観的にみて企業が自己の生産経営の特徴を生かし成

長するために、自主的・創造的に資金を運用し、または調達することが必要となった。 

 そのためには、投資家と経営者との間の経営権に関する関係を明確にし、会計報告を通じて、経営

者は調達した資金の合理的運用と財政状態の全面的開示によって投資家の理解を得るために、共通理

解の基盤となる会計基準が要請されていた。 

 ② 市場経済の育成と会計情報の社会化 

 会計情報は経済活動の基盤と媒体であり、どのような経済体制と経済機構であるかによって、情報

の形式と内容は異なったものとなる。 

 計画経済に適している中国の会計情報の主要な特徴は、所有制度が多様化していて部門が分離して

おり、そして業界も完全に分離していることで、会計情報が比較性に欠けている。しかし、市場経済

を発展させるためには経済活動の社会化と資金の流動性を実現しなければならない。 

 経済の社会化となれば、必ず会計情報の社会化が求められる。このためには会計基準を制定して全

国各種企業の会計情報を統一することが求められて、市場の育成・発展のためのサービスを提供しな

ければならない。 

 一方、会計情報の比較性が乏しいことで、直接的には各企業利益の分配に相当の差異が生じている。

会計制度に差異があれば異なる利益分配を行うことになる。異なる会計制度を実施することになり、

計上される利益額は同一ではない。計上利益に相違があれば、企業は市場経済の中で公平に競争する

ことができなくなる。 

 会計基準の制定にあたって、異なる所有制・部門と業界の会計制度が統一制定で実施されることに

なれば、各種会計制度の間に存在していた利益分配の相違を取り除くことが可能になる。 
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 したがって、企業が市場競争の中で公平な基礎のもとで、同じスタートから競争に参加することが

できる。 

 ③ 対外経済開放政策の拡大 

 経済改革・開放政策の拡大は、対外経済技術の交流と協力が日々増強されていく中で、外国投資家

が中国の会計制度と政策およびそこからの中国の経済政策を理解するのに大きな障害が存在していた。 

 中国の従来の会計制度と国際的な会計慣行には相当の隔たりがあり、中国企業が提供する財務諸表

では、当該企業の財政状態・経営成績は理解しにくかった。したがって、対外開放をさらに進展させ

て、諸外国からのさらなる投資を受け入れるためには、国際的な会計慣行に近づかなくてはならない。

また、中国企業が、国外に出て国債市場に向かって多国籍経営を展開して、国際競争に参入するため

には、国際的商業慣行に従わねばならない。 

 このような事情から、国際慣例を採り入れた会計基準の制度を図らざるを得なくなった。 

 ④ 国民経済のマクロ的管理 

 経済体制改革の目標は、社会主義市場経済が必要とする経済体制と経済運営機構を適応させること

であろう。現行の新経済体制では、国家は間接的な手段によってマクロ経済運営をしようとしている。 

 しかし、すでに触れたようにこれまでの中国会計制度は異なる所有制・部門と業界別にそれぞれ異

なった会計制度が採り入れられているため、各種の企業が提供する会計情報資料は、統一性と比較性

に欠け、国家のマクロ的経済状況を把握するのに不便であった。会計基準を制定、実施することによ

って会計情報を分析し利用するのが容易になり、これによって、国民経済の状況を把握し正しい判断・

決定を行うことができるようになる。 

 1992年10月、中国共産党は、「わが国の経済体制改革の目標は社会主義市場経済体制を確立すること

である」と打ち出した12）。 

 市場経済体制のもとで、伝統的な会計モデルは既に立ち後れていた。中国の伝統的な会計モデルは

一つの計算型会計モデルである。その特徴は、会計思考の面では、主に会計の技術、サービスと財産

保全において、会計実務の面では、自社の会計計算をうまくやっておくことに、会計組織の面で、集

中型会計機構を設置することに、会計理論の面では、製品経済に適応し、会計計算を基本的内容とす

る会計理論と方法を確立することに現れる。この伝統的な会計モデルには、会計計算を重視するだけ

で、財務管理を無視する、国の統一計画によって財務活動を展開し、節約を励行するが、財産を増や

すルートを広げるのを無視する、生産過程を重視するが、流通過程における計算を無視する。集中統

一計算を強調し、そのため財務諸表を提供するが、会計計算が企業内部管理にサービスする機能を無

視するなどの問題がある。伝統的な会計モデルを改革しなければならない。そうしてこそ、市場経済

の要請に適応できる。市場経済体制のみとで構築する会計モデルは市場に直面し国際社会に向かって、

細分類管理のものでなければならない。社会主義市場経済体制の確立につれ、会計は新たな発展段階

に入った。 
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 1992年11月30日に財政部は、「企業財務通則」と「企業会計基準」を公布して、中国の会計活動がよ

りよく市場経済の要請に適応し、国際会計基準と調和するようにした。 

 

２．会計基準の設定の必要性 

 会計実務を統一的に定めようとした中で、「企業会計基準」がなぜ求められたのか。その理由は 

 ① 国民経済のマクロ管理と調整を強化するために、会計基準の設定が必要である。 

  ａ 会計実務の面（３つの制度軸） 

 業種別、部門別および所有制別により、業種別間の統一性が欠けるし、非常に繁雑なもので

あり、会計数値の比較性も欠けている。 

  ｂ 企業改革の中で「所有と経営の分離」によって、政府が直接的に企業の経営状況を把握でき

ない。政府が国民経済のマクロ管理を行うため、政府は政府以外のその他の会計情報利用者と

同様に可能な会計情報を入手しなければならない。そこで、各種の企業に共通して遵守される

べき会計基準の必要性がある。 

 ② 対外開放を拡大させるために、会計基準の設定が必要である。 

  ａ それまでの中国の企業会計制度は、計画管理のために形成されていたため、財政管理のニー

ズが財務諸表および会計指標の作成よりも優先され、市場経済の要素が無視され、中国の企業

会計と資本主義市場経済諸国における企業会計とは異なる部分が存在していた。これらが外国

人投資家の、中国の経済政策や会計政策に対する誤解を生じさせる原因となっていた。 

  ｂ 外国からの直接投資の増加および外国投資企業の発展につれて、中国の企業が国際資本市場

で資金調達に対応していくため。 

 ③ 企業改革を進化させ、企業経営のメカニズムを転換させるために、会計基準の設定が必要であ

る。 

  ａ 従来の会計規制は、会計処理について詳細な事項および択一的な方法を説明し、統一的計画

の下での国家の財政・税務・財務政策は、会計規制において指令化する。 

  ｂ 「所有と経営の分離」を内容とする現代企業制度を確立し、公平で競争のある市場経済のメ

カニズムを形成するために、統一的な会計基準を導入することが不可欠である。 

 

３．新会計基準制定の経緯 

 中国における会計基準の形成は、「会計の本質は経済管理活動である」という主旨の「会計管理論」

にその発端を求めることができる。「企業会計基準」の設定に影響を与えた要因は、1978年末から始ま

った経済改革によってもたらされた経済体制の交替及び社会主義市場経済の要請による現代企業会計

制度の整備にあった。他面、「企業会計基準」の設定の背景には、会計学者の影響と会計理論の役割が

非常に大きかったといえる。1988年10月31日に、財政部会計事務管理司は会計基準タスク・グループ
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（The Task Group on Accounting Standards ; TGAS）を設置した。会計基準設定の準備を開始したの

である13）。 

 1985年１月21日に公布された「中華人民共和国会計法」が中国会計法の基本法であり、現行の会計

基準は、中国会計の法規体系の中の重要な構成部分である。 

 ここに、主に会計における基本的前提・一般原則・会計要素（資産・負債・所有者権益・収益・費

用・利益）を確認し、測定することおよび会計報告書（財務諸表）の作成と作成基準を法制化した14）

。 

 会計基準の制定は、おおむね３段階に分けて考察することができよう。 

 第１段階は1979年以前の時期である。これまでの中国は旧ソ連の影響を受けた高度に中央集権化し

た社会主義計画経済制度を採り、中央政府の指示により記帳し、報告する制度であり、西欧先進諸国

の会計制度は考慮されることがなかった。 

 第２段階は1979年から1987年までの時期である。この時期は中国の経済政策を改革開放に向けた時

期であり、中外合資企業の生成などにより、中国内で通用するのみの会計制度では通用しない時期が

到来し、旧来の会計制度を改革すべき時となった。したがって、各大学の会計教育は先進諸国の制度

を学習内容に組み入れ、学者は望ましい会計原則・会計基準について研究し、続々と論議・提案がな

された。 

 第３段階は1987年以後である。中国経済は日増しに発展し、経済の各方面に新しく複雑な問題が発

生し、従来の会計制度により会計管理を行うには無理があるため、各方面の関係者は従来の会計制度

の改革に真剣に取り組んだ。 

 例えば、中国会計学会（1979年末に成立した）は、1987年の年次総会において学術研究方式の改革

について決定し、「会計基本理論と会計準則研究」の組織を成立させた。この研究組織は1989年１月、

第１回の「会計準則」の専門研究討論会を開催した。ここでの専門的討論議題は、次のようであった。 

 ⑴ 中国会計基準制定の必要性 

 ⑵ 会計基準の性質と内容 

 ⑶ 会計基準と現行統一会計制度との関係 

 ⑷ 会計基準の研究と制定の構想 

 さらに1991年、第２次の研究会で物価変動会計と外貨業務会計について研究した。 

 全中国の会計業務を管理する最高の政府管理機関である財政部会計事務管理司が法規を作成するが、

この部門でも1988年に「会計準則課題グループ」を組織して、必要な調査、研究と会計準則の起草が

行われた。 

 起草にあたっては、中国の国情に合致し、国際的な通用する会計準則と慣行を調和させて、1989年

３月に二つの意見書を提出した。 

 その後、1990年３月に「中華人民共和国会計準則（草案）大綱」を提出し、この基礎のうえに1991
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年11月「企業会計準則第１号基本準則」を作成し、ついで財政部は1992年11月、正式に「企業会計準

則」を公布した。 

 ここに制定された会計準則（会計基準）は、次の３部分に分かれている。 

 ⑴ すべての業種に共通の会計準則 

 ⑵ 財務諸表の具体的な準則 

 ⑶ 特殊な業種（14業種）の特殊な取引に対する会計準則 

 ⑴は各業界の内容・形式と項目を規定した。⑶は金融・保険・農業・公共事業等々の特殊な取引の

会計処理規定で、順次、公布された。 

 現行の会計準則は会計業務の基本的な部分を提示し、また若干の主要な会計政策を示して、具体的

な企業の会計処理を規定している。これは、従来の所有制別・部門別規定を廃止し、同時に業界ごと

の準則に詳細を委ねる方法により、同種企業間の会計内容の統一化を実現し、同種企業間の会計情報

比較の可能性を生み出したことは、従前に比べて大きな前進とみることができよう15）。 

 中国の会計基準の設定は、次の指導方針に基づくものであるという。 

 ① 「社会主義公有制を主体とし、多種の経済構成要素が並存している所有制の構造」を特徴とす

る計画的市場経済の国情を尊重する。 

 ② 「統一領導、分級管理」という経済管理原則を守る。 

 ③ 自国の会計実践の経験を重視するとともに、国外の先進的な会計理論、会計方法および会計基

準の設定経験を参考にする。 

 ④ 企業会計が財政経済の基礎であることから、会計基準はできるだけ財務・税務制度と一致させ

る。 

 ＴＧＡＳによる基準設定の特徴として、次の４点をあげることができる。 

 第１は、基準設定において会計理論の参照が意図的に行われ、基準設定の過程と理論研究の過程が

交錯していることである。ＴＧＡＳは、実質的には会計研究者のチームで構成されている。資金の面

でもＴＧＡＳは、研究基金の助成を受けていた。中国では会計基準の設定において会計理論が指導的

な位置を占めていることを意味している。 

 第２は、基準設定にあたって、関係諸団体や個人に対する意見聴取により、公開性の高い設定方式

が採用されていることである。基準設定過程において、ＴＧＡＳの研究報告、財政部の会計改革に関

する綱要や意見が公表された。基準設定の具体的な問題に関する設定主体の認識と主張、基準設定の

指導方針および日程計画などが公開されている。これらの事実から明らかなように、「企業会計基準」

の設定に際し、パブリック・セクターを中心としている。このことには、英米式の基準設定システム、

すなわち、プライベート・セクターと公開主義を特徴とする基準設定方式の影響を受けたことが見ら

れる。 

 第３は、基準設定に際し、積極的に国際経験を参考にし、ＩＡＳに歩み寄るようにしていることで
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ある。「企業会計基準」の設定過程において、財政部は、代表を派遣して、イギリスの基準設定を調査

したり、世界銀行へ技術援助を要請したりすることから、中国が「企業会計基準」の設定にあたって

意図的にＩＡＳを参考にしたことを明らかにしている。 

 第４は、基準設定が政策の変化によって速められたことである。基準設定の過程において、会計基

準と現行の業種別会計規則をどのように調和させるかについては、まず基本基準を設定し、それに基

づいて現行の業種別会計規則を改革し、会計基準と会計規則を並存させるということである。 

 このように、ＴＧＡＳの基準設定は、理論研究の重視や公開プロセスの採用などにおいて基本的に

アメリカの財務会計基準審議会（ＦＡＳＢ）のようなプライベート・セクターによる基準設定に類似

している。 

 

Ⅴ．中国における会計基準の現状と展望 

 

１．中国における会計基準の構成 

 中国では欧米諸国の会計基準に当たるものは、「基本会計基準」と「具体会計準則」である。 

 ① 「基本会計基準」 

 中国の企業会計準則は、1992年12月に、財政部によって公表され、1993年７月１日から、すべての

企業を対象に適用されている16）。それによって、中国の会計規制は、会計法、会計基準そして会計制

度という中国独特の三重構造が出来上がった。それまでの会計基本法と企業会計制度という二重構造

システムは、改革開放政策の実施により、さまざまな弊害や限界が生じていた。例えば、これまでの

システムでは、企業は、その業種における企業会計制度を採用しなければならないことから、経営範

囲が２つ以上の業種に及んだ場合、１つの企業に複数の会計制度を採用しなければならないという問

題が生じ、また、異なる業種間の企業の財務諸表が比較できないという問題も存在していた。 

 基本会計準則は、10章、66箇条で構成され、会計の基本仮説（例えば、企業主体、継続経営、会計

期間、貨幣測定）、一般原則（真実性、目的適合性など13原則）、会計諸要素（資産、負債、所有者持

分、収益、費用、利潤）、会計報告（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、付表）に

ついて基本原則を規定している17）。 

 ② 「具体会計準則」 

 中国では、基本会計準則ベースに、具体的な会計取引について会計処理を規定する具体会計準則の

設定にも努めている。1994年から、財政部会計司は、全国各地の会計実務者や大学の研究者の協力を

得て、さらに世界銀行から財政的支援を受けて、具体準則草案を作成してきた。 

 草案を公開した後、財政部会計司は、より広範に意見を聴取するため、数回にわたってセミナーを

開催し、国内のみならず、アメリカやイギリス、オーストラリア、さらに台湾、香港の会計専門家か

らコメントを求めた。当初の構想としては、意見聴取を経て、31の具体会計準則を一括公表する予定
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であったが、1997年の初めごろに、「一括公表」の構想を変更して、早急に公表する必要性のあるもの、

かつ充分に論議されたものから、順次に公表することになった。1997年５月に第１号「関連当事者お

よびその取引に関する開示」、1997年12月に第２号「キャッシュ・フロー計算書」が公布され、証券市

場に上場している企業を対象に施行された。1998年に「長期工事契約」など６つの会計基準、1999年

に「非貨幣性取引」、2000年に「偶発事象」の具体会計基準が次々と公布され、上場企業と一部の大型

国有企業を対象として適用することとした。また、2001年１月に、財政部は、「債務の再編成」など５

つの会計基準に対して修訂を行った。その修訂版を公布すると同時に、「無形資産」や「借入費用」、

「リース」など３つの会計基準を新たに公布した。したがって、2004年現在、16の具体会計基準が施

行されている。その内容は、次のとおりである18）。 

 

図表Ⅴ－１ 中国具体会計基準 

表題 公表年月 実施年月 修正年月 適用企業 

１ 関連当事者 1997年５月 1997年１月  上場企業 

２ キャッシュ・フロー計算書 1998年３月 1998年１月 2001年１月 全企業 

３ 後発事象 1998年５月 1998年１月  上場企業 

４ 債務再編 1998年６月 1999年２月 2001年１月 全企業 

５ 収 益 1998年６月 1999年１月  上場企業 

６ 投 資 1998年６月 1999年１月 2001年１月 株式企業 

７ 工事契約 1998年６月 1999年１月  上場企業 

８ 会計方針 1998年６月 1999年１月 2001年１月 全企業 

９ 非貨幣性取引 1999年６月 1999年１月 2001年１月 全企業 

10 偶発事象 2000年４月 2000年７月  全企業 

11 無形資産 2001年１月 2001年１月  株式企業 

12 借入費用 2001年１月 2001年１月  全企業 

13 リース 2001年１月 2001年１月  全企業 

14 中間財務諸表 2001年11月 2002年１月  上場企業 

15 固定資産 2001年11月 2002年１月  株式企業 

16 棚卸資産 2001年11月 2002年１月  株式企業 

出所）中国会計資諮「会計法規制度準則庫；Accounting Standards, system and rule of law」 

http://www.accinfo.net/, 中央監査法人編『中国会計監査基準』中央経済社，2000年，381-410

ページより筆者が作成。 

 

２．国際会計基準との相違 

 中国は、1992年の末に《企業会計基準－基本会計基準》を公布して以来、今までに16の具体会計基

準を公布した。最近、財政部会計司は、2005年末までに中国の会計基準体系の構築を完成させると発

表した。会計基準設定の過程において、ＩＡＳＣと密接に提携している。北京、上海、深センなどで、
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何回かＩＡＳＣ役員が参加する会計基準の国際シンポジウムを開催した。会計基準設定は、国際会計

基準を参考にしながら制定した。したがって、会計基準の国際調和の土台があり、ＩＡＳに接近して

いる。 

 しかし、国際会計基準あるいは他の国の会計基準と更なる対比を行うならば、その差異を発見する

ことができる。以下は、主な相違である。 

 ⑴ 中国には、会計基準と会計制度が並存している。今日の世界において、各国で採用されている

会計規則の形式は、２種類ある。１つは、イギリスやアメリカをはじめ英語圏で採用されている

会計基準の形式であり、もう１つは、ドイツ、フランスをはじめヨーロッパ大陸諸国で採用され

ている会計立法と会計制度の形式である。ここ数年、経済のグローバル化の発展に伴って、ヨー

ロッパ大陸法システム国の会計規則形式は、アングロ・サクソン法システムの国の会計規範形式

に転換する傾向があると思われる（明らかな例として、ドイツとフランスなどがここ数年、次々

と会計基準委員会を創設した）。中国では、会計基準と会計制度が並存している状況にある。 

 ⑵ 中国の現行の会計基準は、基本会計基準と具体会計基準から構成されていて、類似する概念フ

レームワークの内容を基本会計基準に含めた。このようにした結果として、国際慣習と一致して

いない。国際会計基準と他の国の会計基準は基本会計基準と具体会計基準を分けることがなく、

概念フレームワークは、会計基準の内容に含められないで、会計基準の効力を持たないとＩＡＳ

Ｃの「財務諸表報告フレームワーク」、米国ＦＡＳＢの財務会計の概念フレームワークおよびイギ

リスの会計基準委員会（ＡＳＢ）の「財務報告原則公告」の中で明確に指摘されている。中国は、

1992年末、発表した基本会計基準を海外の概念フレームの性質と混合した。その結果として、会

計基準を制定する基本的な概念と原則についての研究を弱めることになってきて、財務会計の概

念フレームワークの登場を遅らせることになった。 

 ⑶ 中国の現行会計基準は、整備されていない。公表済の会計基準が、詳細なものではなく、実用

性も低い。いくつかの新しい問題に対してまだ検討していない。中国の会計基準を制定すること

が相対的に遅れ、またさまざまな原因により、1990年代中期において発表できなかった。今まで

に、米国ＦＡＳＢは約150の会計基準を公表し、（その前に会計手続委員会によって51の「会計研

究公報」および会計原則審議会によって31の「意見書」が発表されている）また、ＩＡＳＣが41

の国際会計基準を発表したのに比べれば、中国の16の会計基準の発表は、数的には非常に少ない。

しかも、中国の会計基準では、金融商品、投資不動産、従業員の福祉、退職給付、物価変動とイ

ンフレ、銀行、保険業、農業などについての会計処理方法を研究していない。それ以外に、中国

では会計基準と会計制度が並存しているために、特に2001年に新しい「企業会計制度」を実施し

始めた後、会計基準は「企業会計制度」を制定する指導的な要綱だけのものとなった。会計基準

自体に問題があり、実際それを取り扱う人々にとっては、実用性の低いものとなった。 

 ⑷ 中国の会計基準は、公正価値と再評価の会計処理を否定している。これは企業が不正経理を行
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うことと利益を操作することを防ぐためである。そうすることはある程度においては、中国の実

情に合っている。しかし、公正価値をすべて否定すれば、会計基準の国際化に一致しない。経済

のグローバル化に従って、企業の買収、金融ルーツが次々と現れてきたが、これにより、公正価

値と原価価値の両方が重要性を得て、新しい測定属性が生まれた。国際会計基準の中で、公正価

値は広範な金融商品に応用されているだけではなくて、投資不動産、農業、企業合併、非貨幣取

引などの事項について会計処理上で広範に採用されている。そのため、中国が公正価値を否定す

れば、それによって国際会計基準との差異が大きくなる。 

  ⑸ 具体的な会計処理方法および会計ディスクロージャーの規制上で、国際会計基準と多くの相

違が存在している。 

 

３．相違の原因分析 

 それ以外に、中国の会計基準の設定主体、基準設定の過程、会計基準の範囲と旅行の構造などは、

他の国と大きな相違があると思われる。 

 以上の相違には、多様な要因が含まれている。そのなかで、特に各国の会計環境の違いによる影響

が大きい。それについて説明しよう。 

 ⑴ 国際会計基準は、英米をはじめ西側先進諸国の会計基準をベースにしており、投資者保護の優

位を背景に制定したものである。これに対し中国の会計基準は、国情に適合するように制定した

ものである。英米型は、慣習法、直接金融、会計基準の自主規制により、支配する子会社を連結

して決算する連結会計、決算時に貸借対照表上の資産や負担を市場価格で再評価する時価評価、

投資決定に有用なキャッシュ・フロー計算書の作成・開示が特徴である。しかし、中国の社会主

義市場経済は、今日まで初級的な段階にあって、多様な所有制形式が共存し、資本市場整備や企

業改革はまだ中途にあって、東西の経済発展がアンバランス状況になっている。したがって、市

場システムは、整備していく途中にあり、法律制度は不健全で、市場競争は公平性を欠くもので

ある。企業間の取引行為は、市場ルールに従っていない。国有企業間の相互取引は、一般的な取

引行為が行われている。価格は、利潤を操作する一つのツールになった。企業間の取引は、公平

性を欠くために、公正価値を選択し採用するのに困難に直面することになった。 

 ⑵ 中国の資本市場の規模と容量は、先進諸国と比べて小さく、上場企業の数は、極めて少ない。

そのために、財務情報利用者は完全に投資者を中心にするだけではなく、会計目標に対して考慮

するときに、国家のマクロ管理、投資者の意思決定と企業の内部管理など、多様な需要を考慮し

なればならない。 

 ⑶ 国有企業の所有権と経営権は、徹底的に分離していない。したがって、企業の内部管理機構が

弱い。中国の全株に占める国有株が極めて大きい状況にあるため、市場に対する人為的な干渉も

市場価格、取引区域と市場参加者などに関して、政府の過度の市場介入は各市場参加者に不公平
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な取引をしている。自由競争と効率的な市場の形成を困難にし、市場メカニズムの機能化を妨げ

る。国有企業に対する有効的な市場監督体系が整備されていない。企業取引は、短期的な行為を

行っている。公布した法律に従わないで、会計基準と会計制度に違反して、不正経理を行ってい

たところもあった。 

 ⑷ 中国の職業会計人の水準は高くなく、必要な職業の判断能力を欠いている。ここ数年、中国の

会計基準と会計制度の変化は、速く、新しい会計知識を理解し、身に付けることが難しい。会計

基準を実施する時に、困難に直面する。 

 

４．会計基準の国際的調和の課題 

 中国の事情は、以下の通りである。 

 ① 公有制主体の経済構成のなかで、国家が最大の投資者であるため、経済活動に対して政府が介

入することが多く、政府は経済活動に対して絶対的統制権を有している。 

 ② 企業会計に対する政府の干渉を最小限度に止め、必要な間接金融によって資金調達が行われる

ため証券市場はそれほど発達していない。現在中国では、証券取引所の開放は、上海、深センの

２カ所に限られ、株式上場企業の数も数えるほどしかない。 

 ③ 国家行政と国有企業が真に分離していないため、政府の財政・税務政策の多くが会計を介して

行われ、財政・税務政策は企業会計に対し大きな影響力を持っている。 

 ④ 職業会計士制度は発足してから日が浅く、会計学会や職業会計士団体の社会的信任の程度、経

済力、そして政府への影響力はそれほど高くない。 

 ⑤ 「会計法」では業種別会計規則の設定主体を財政部と定めていることから、会計基準の設定主

体は法律的に財政部とみなすことができる。 

 このような背景において、中国における現行会計制度は多様な企業形態のための多元的な基準と制

度から成っているが、それらは業種別会計制度、新会計基準、および外国投資企業と株式有限会社の

会計制度である。これらの制度と基準はすべて概念的枠組みとして機能する1992年基準に依拠してい

る。 

 これらの変革は中国の会計を転換させ、新中国会計基準と国際会計基準の間に部分的調和が見られ

るようになった。一定の基本的相違点が存在するのは不可避である。中国は法律支配という伝統を持

たず、大多数の個人投資家の存在によって特徴づけられる株式市場もないからである。会計改革もま

た、経済改革の過程で意思決定に対し目的適合的で、信頼でき、かつ適時性を有する情報の提供とい

う点で支援してきた。 

 中国の会計基準が今日直面している諸問題は基本的に、① 国際会計基準に依拠し、かつそれと首尾

一貫した完全な会計準則要綱の採用；② 急成長経済の奉仕に必要な大多数の有資格会計担当者の教育

と研修；③ 中国人の考え方の自由化、すなわち、厳格な規則と制度に依拠する体制の信奉から専門的
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職業判断の行使を要することへの転換である。国際会計基準との調和、新基準の設定、ないし有資格

会計担当者の養成といったことは、中国にとって困難な課題である。調和の成功は経済改革の結果の

成功によって決まるのである。経済改革の核心は、国有企業の改革である。国有企業の株式会社化お

よび上場は、現代的会計制度および国際会計基準の採用を加速させてきている。 

 

５．会計基準の国際的調和の展望 

 世界経済の統合が進むにつれて投資家の資金はグローバルに行動することが可能となる。国境を越

えて駆け巡る時代が到来した。 

 国際投資家の情報ニーズを充たす財務情報の開示（ディスクロージャー）に役立つ統一会計基準を

作成する必要が生じてきた。企業業績の年度比較、他企業との業績の比較、企業の将来予測、期待さ

れる予測利益などに投資家の関心が高まる。 

 会計基準は資本市場のインフラである。会計基準を統一することにより資本市場の効率が高まり、

コーポレート・ガバナンスにも役立つものである。 

 海外における会計基準の国際化問題を考える際に重要なのは、米国と欧州の動向である。米国につ

いては、財務会計基準審議会（ＦＡＳＢ）とＩＡＳＢとの間で交わされたノーウォーク合意が大きな

意義を持つ。また、欧州の動向も、世界の会計に大きな影響を与えることが予想される。 

 先ず、米国は、2002年９月にＦＡＳＢとＩＡＳＢとの間で初めて共同会議が開催され、そこで両者

は重要な覚書を取り交わした。これは「ノーウォーク合意」（Norwalk Agreement）と呼ばれ、米国基

準と国際会計基準との統合化を推進するという内容のものである。この合意の内容は以下のとおりで

ある19）。 

 ① ＩＦＲＳ（ＩＡＳを含む）と米国会計基準との間にある差異を除くため、短期的な統合化プロ

ジェクトに着手する。このプロジェクトでは、差異が重要でない会計基準を取り上げ、ＩＦＲＳ

と米国会計基準の統合化を推し進めることが目的となる。 

 ② 2005年１月１日時点で解消できない差異は、個別の重要なプロジェクトを設けて、ＩＡＳＢと

ＦＡＳＢにおいて中長期的に統合化を推進する。 

 その他に、現在進行中の共同プロジェクトは継続し、また両者の解釈指針設定主体はその活動を相

互に調和させることが合意された。これによってＩＦＲＳの世界標準としての地位を確立させようと

する姿勢を見て取ることができる。なお、これに対しては、欧州委員会とＳＥＣが直ちに支持を表明

している。 

 次に、欧州連合（ＥＵ）は、2005年１月からＥＵ域内を本拠とする域内のすべての上場企業（銀行

および保険会社を含む）の連結財務諸表にＩＡＳを適用することを決定した。これまで、欧州におけ

る会計の調和はＥＵ会計指令によって行われてきた。この指令は、加盟国がそれを国内法に転換する

ことで会計法規を各国に適用するものである。 
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 すでに、欧州、オーストラリア、ニュージーランドといった会計の主要国がＩＡＳの採用を決定し

た。米国も、資本市場において将来ＩＡＳによる連結財務諸表の公表を認める可能性を示唆している。

このように、ＩＡＳ重視という世界的な情勢のなかで、中国における会計基準の国際的調和が、現在、

積極的に推進されている。中国の会計基準体系を完全に整備することが進行している。整備された会

計基準をすべての上場企業、海外で資金調達する企業、国内すべての外資系企業などに採用すること

になる。そして、中国の会計基準は40余りの会計基準から構成して、今まで、すでに16の会計基準が

公布された。まだ20余りの会計基準が検討中で、2005年末まで発表することが予定されている。その

ために、2003年２月20日、財政部は、会計準則委員会に重大な改造を行い、第２期財政部会計準則委

員会（以下“会計準則委員会”と省略する）を創立した。会計準則委員会は、会計理論専門委員会、

企業会計専門委員会、政府及び非営利団体会計専門委員会の３つの専門委員会からなる。最近の動向

は、次のとおりである20）。 

 ⑴ 会計理論専門委員会 

 会計理論専門委員会は主に財務会計の概念フレームワークの研究に力を入れて、近頃、北京、上海、

厦門の三つの地方で会計目標、会計基本仮定、会計情報品質の特徴、会計要素及び認識と測定、会計

基準の向かうべき方向などについて若干のプロジェクト研究グループを創立することを予定している。

１年を使って、研究を展開して、各プロジェクトの研究報告を提出して、その上で、《財務会計の概念

フレームワーク》の研究報告を作る。それによって、中国の《財務会計の概念フレームワーク》の研

究と起草のための基礎を打ち立てる。 

 ⑵ 政府及び非営利団体会計専門委員会 

 国際会計士連合と米国の政府会計準則委員会などの国際組織が発表したプロジェクトを参考にしな

がら、政府および非営利団体の会計専門委員会は政府会計の概念フレームワーク、政府会計の計算基

礎、政府会計基準、政府の財務報告、政府の業績を評価する体系などを含めた若干のプロジェクトの

研究グループを創立することを予定している。それぞれ半年あるいは１年を使って研究を行い、研究

報告を提出して、それにより、さらに中国の政府及び非営利団体の会計基準の整備を推進する。 

 ⑶ 企業会計専門委員会 

 ２年間会計基準の制定計画によって（2004年－2006年）、同時に各会計基準の進展と自身の特殊性と

の両方に配慮を加えて、企業会計専門委員会は若干のプロジェクトの研究グループを創立することを

予定し、研究とコンサルティングの仕事を展開する。近頃、企業会計専門委員会は資産減損、企業合

併、連結財務諸表、所得税会計、金融商品の公表と報告、保険会計、石油天然ガスの会計などの会計

基準プロジェクトを含めたプロジェクトの研究グループを創立することを予定している。それぞれ半

年あるいは１年を使って研究を行い、研究報告を提出して、それによって会計基準を制定するために

理論的な支援を行う。 

 中国における今回の会計改革の考え方は、以下のとおりである21）。 
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 ① 会計基準と会計制度との並存 

 会計活動の管理に全面的な責任を負っている財政部は、「会計基準の把握および実行ができる企業

がまだ少ないため、ただちに会計基準を求めるのは現実的ではない。また、会計制度は中国の会計担

当者にとって比較的になじみがある」との見解を示している。したがって、会計基準と会計制度の並

存が長期にわたるものとなることが予想される。 

 ② 会計制度の構成 

 主に企業会計制度、金融保険企業会計制度、小企業会計制度からなる。また、『専業会計計算方法』

といった会計上の算定方法に関する専門的な規定なども含まれる。 

 また、無形資産の認識・評価に関わる新たな会計制度の設立可能性が浮上した。 

 未整備の会計基準については時間の問題であると考えられる。調和の作業は、二重の情報作成コス

トを削減するということが狙いである。しかし、調和といっても完全な統一を行おうというものでは

なく、中国における政治経済的な要因や中国企業の経営環境の特徴などを考慮して、ＩＡＳで認めら

れない処理が原則処理とされている点などがある。そのため、中国会計基準でしか許容されない処理

を採用し、企業環境の特殊性からこの会計基準適用の理由付けを行ったときに、資本調達の多国間公

募に際して「ＩＡＳに準拠した」財務諸表として経営者が表明できるのかという問題がある。 

 中国の会計基準設定主体である財政部会計司は、基準設定の過程において、ＩＡＳおよびアメリカ

をはじめ欧米諸国の会計基準を参考とし、会計基準の国際的調和を意識して設定に取り込んだと思わ

れる。したがって、現行の中国会計基準は、ＩＡＳに接近していると評価されている。しかしながら、

中国の特別な事情からＩＡＳの国内への適用は、現段階では未だ無理がある。とはいっても、中国は

近年、ＩＡＳとの調和問題について、今まで以上に熱心に取り組む姿勢を見せている。1997年５月よ

り、中国公認会計士協会がＩＡＳＣのメンバーとなり、またその委員会評議会のオブザーバーとなっ

た。さらに、同年の７月に、ＩＡＳＣ総会が北京で開かれている。こうしたことから今後、中国会計

基準とＩＡＳとの調和はいっそう推進されると思われる。 

 香港に上場されている中国企業は、香港証券取引所の規定により、香港会計実務基準（ＳＳＡＰ）

またはＩＡＳら準拠し財務報告を行うことが要求される。そのため、香港と他の海外証券取引所に同

時に上場している企業の場合、ＩＡＳを採用することによって複数の海外証券取引所の要求を同時に

満たすことが可能であるから、こうした企業は例外なくＩＡＳを採用している。 

 中国は、発展途上国であり、現在急激な変化期に置かれている。このような時代背景から、中国の

会計基準は、社会主義市場経済という経済メカニズムの成熟とともに着々と整備されていく途中にあ

る。こういう観点から、中国の会計基準は現段階では、いくつかの重要な課題を抱えていて、それら

をどのように解決していくかが注目されている。 
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